
(様式 )

めいとう総合見:守 り支援事業とは何か。

(回答)

。災害時に一人で避難できない人々 (要支援者)を、地域′住民同士で安否
確認・避難誘導をしていただけるよう平成 25年 ら月の災害対・策基本法
の改正に伴い、名東区で平成 26年 1月 より開始した事業ですっ
この事業は、支援が必要となるメ、から個人情報を地域に提供する旨の同
意を得て名簿を作成し、その情報を地域に提終す ,る ことで “ひごろ"か
ら地域で要支援者の把握や関係を築いて1)ら うことで、“いざ"災害が発
生した時に迅速かつ的確に支援を行い、より多くの要支援者を救いだす
ことを目指しているものです。

(質問)

災害時の支援開始の基準は。

(回答 )

・地震の場合、震度5強以上で小中学校めグランドが自動開識されること
から、目安として震度5強以上の神震が発生した場合には支援活動を行
うていただきたぃ。Lンかt'1震度を基準としてしまうと実際の校害状況
と暴なる場合があるた1め,L震度に関係なく,、 お住まいの地域で家屋の倒
壊等の被害が発生するおそれ■ある場合には支援活動を行つていただき
た い .

C風水害の場合には避難準備 。高齢者等避難開始の発令を目安としていた
だくとともに、地震発生崚 同様にお住まいの地域で被害が発生するお

´`
それのある場合に支援活動を行ってください。



(様劫

ワ

(質 F・5)i :           ‐

1区政協力委員は、1発栞|||は災害救助地匡本部 (小学校)1こ地区本部負こ
して行うてしまうが(現地そどのよう1こ活動するのが:

(回答)          |
‐発災:してから、時間経過に応

可能と思ゎれます:例えばt:

ていただきtlある程度落ち着い●撃階でイt学校に行さ地区本部員として
の活動を行っていただくなど1‐ 状況に応した対応をお瓢 しヽたいと思い
ます。



(様式 )

(質問)

加入率の低い自治会で、この事業を行うのは難 L′いのでlまないか.

(回答)         
´

。本事業は、共助の取り組みです。大災害の際、被害を最小限ににするた

めには、行政の救助を待つことなく、近隣同士で助け合って速やかに避

難することが大切です。そのためにも、自治会加入の有無にかかわらず、

区役所から提供した名簿で災害時に支援を必要とする方を把握 l′′ていた

だき、日常生活の中でその人を気にかけていただく “ひごろ"の活動を

お願いします。“ひごろ
ツ
の活動により、地域とつながりのなかった方が

顔を合わせることにより、“いざ"と 1/Nう ときに、地域が中心となって助

け合うことができます。自治会に加入にしていないノ、に対しては “ひご

ろ"Q活動を行 う中で、自治会加入促進の場として活用していただけ孝1/

ばと思います。
。同意書送付時等に、自治会加入促進書面を同封するなど、自治会加,、

を促進 1/ま す。



(様式 )


